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市
は
、
在
宅
の
寝
た
き
り
高

齢
者
な
ど
を
介
護
し
て
い
る
家

族
を
支
援
す
る
た
め
、
紙
お
む

つ
な
ど
介
護
用
品
の
支
給
申
込

を
４
月
２
日
か
ら
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
費
用
は
無
料
。

申
込
・
問
合
せ
は
長
寿
福
祉

課
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
２

９
４
）
へ
。

【
支
給
対
象
者
】
次
の
①
〜

④
の
す
べ
て
の
要
件
を
備
え
た

在
宅
高
齢
者
な
ど
を
介
護
し
て

い
る
人

①
市
内
に
住
所
が
あ

り
、
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定

で
、
要
介
護
４
ま
た
は
要
介
護

５
に
認
定
さ
れ
た
人

②
常
に

失
禁
状
態
に
あ
り
、
お
む
つ
の

使
用
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
人

③
高
齢
者
な
ど
の
属

す
る
世
帯
の
世
帯
全
員
の
市
民

税
が
非
課
税
の
人

④
生
活
保

護
を
受
け
て
い
な
い
人

【
支
給
品
目
】
紙
お
む
つ

（
パ
ン
ツ
型
・
テ
ー
プ
止
め
型

・
フ
ラ
ッ
ト
型
）
と
尿
取
り
パ

ッ
ド
。
支
給
枚
数
は
、
紙
お
む

つ
の
各
品
目
と
尿
取
り
パ
ッ
ド

を
一
定
枚
数
組
合
わ
せ
て
セ
ッ

ト
し
た
８
パ
タ
ー
ン
の
中
か
ら

選
択【

支
給
方
法
】
市
の
委
託
業

者
が
月
１
回
自
宅
へ
配
達

市
は
５
月
１
日
か
ら
、
市
内

の
３
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

で
、
正
午
か
ら
午
後
０
時
４５
分

ま
で
の
昼
休
み
時
間
中
も
次
の

業
務
に
限
り
取
り
扱
い
を
始
め

ま
す
。

◎
戸
籍
の
全
部
事
項
証
明
書
、

個
人
事
項
証
明
書
の
交
付
（
除

籍
と
原
戸
籍
は
除
く
）

◎
住
民
票
の
写
し
の
交
付

◎
戸
籍
の
附
票
の
写
し
の
交

付
◎
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

の
交
付

◎
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付

◎
外
国
人
登
録
原
票
記
載
事

項
証
明
書
の
交
付

《
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

の
所
在
地
・
電
話
番
号
》

【
夙
川
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
】
羽
衣
町
７
―
３０
夙
川
グ

リ
ー
ン
タ
ウ
ン
１
階
（
０
７
９

８
・
３
５
・
８
１
８
１
）

【
上
甲
子
園
市
民
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
】
甲
子
園
口
３
丁
目

９
―
３
（
０
７
９
８
・
６
７
・

７
０
８
０
）

【
北
口
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー（
４
月
２３
日
か
ら
移
転
）】

北
口
町
１
―
１
ア
ク
タ
西
宮
西

館
３
階
（
０
７
９
８
・
６
５
・

６
９
３
０
）
。
電
話
番
号
は
変

更
な
し

市
は
５
月
１
日
か
ら
、
市
民

課
越
木
岩
分
室
で
住
民
票
や
戸

籍
な
ど
の
一
部
証
明
書
を
即
時

交
付
し
ま
す
。

即
時
交
付
で
き
る
も
の
は
、

住
民
票
の
写
し
や
印
鑑
登
録
証

明
書
、
戸
籍
全
部
事
項
証
明
書

・
個
人
事
項
証
明
書
な
ど
で

す
。即

時
交
付
時
間
は
、
午
前
９

時
半
か
ら
正
午
ま
で
と
午
後
２

時
か
ら
４
時
ま
で
で
す
。

証
明
内
容
に
よ
り
、
即
時
交

付
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

窓
口
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

な
お
、
同
分
室
で
は
証
明
書

の
発
行
の
申
請
の
み
を
受
け
付

け
、
住
所
変
更
な
ど
の
異
動
届

や
印
鑑
登
録
な
ど
の
申
請
は
取

り
扱
い
ま
せ
ん
。

問
合
せ
は
越
木
岩
分
室
（
０

７
９
８
・
７
３
・
６
２
４
３
）

か
市
民
課
（
０
７
９
８
・
３
５

・
３
１
１
２
）
へ
。

�
取
次
に
よ
る
証
明
書
の
交

付

改
製
さ
れ
て
い
な
い
戸
籍

謄
本
・
抄
本
、
年
金
の
現
況
届

（
ハ
ガ
キ
）
な
ど
は
、
こ
れ
ま

で
ど
お
り
取
次
に
よ
る
交
付
を

し
ま
す
。
原
則
と
し
て
午
前
９

時
半
〜
正
午
に
受
け
付
け
た
申

請
は
当
日
の
午
後
２
時
〜
４
時

に
交
付
し
ま
す
。
午
後
１
時
以

降
に
受
け
付
け
た
申
請
は
翌
日

の
午
後
２
時
〜
４
時
に
交
付
し

ま
す

老
人
医
療
費
の
受
給
者
ま
た

は
老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
で
、

次
の
①
か
②
に
該
当
す
る
老
人

が
い
る
場
合
、
１
月
１
日
以
降

に
入
院
し
た
と
き
の
入
院
時
一

部
負
担
金
の
一
部
が
、
高
額
医

療
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

①
入
院
時
一
部
負
担
金
の
同

じ
月
分
の
支
払
額
が
３
万
円
以

上
（
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
老

人
の
場
合
２
万
１
０
０
０
円
以

上
）
と
な
っ
た
老
人
が
、
同
じ

世
帯
の
中
に
２
人
以
上
い
る
と

き
②
同
じ
月
に
２
以
上
の
病
院

に
入
院
し
、
そ
の
月
分
の
入
院

時
一
部
負
担
金
の
支
払
額
が
、

い
ず
れ
の
病
院
で
も
３
万
円
以

上
（
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
老

人
の
場
合
２
万
１
０
０
０
円
以

上
）
と
な
っ
た
老
人
が
い
る
と

き
支
給
を
受
け
る
に
は
申
請
が

必
要
で
す
。
前
記
に
該
当
す
る

と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
、
申
請

前
に
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
、

医
療
助
成
課
（
０
７
９
８
・
３

５
・
３
１
８
８
）
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

【
支
給
額
】
同
じ
月
に
支
払

っ
た
入
院
時
一
部
負
担
金
の
額

で
３
万
円
以
上
の
も
の
を
合
計

し
、
３
万
７
２
０
０
円
（
非
課

税
世
帯
に
属
す
る
老
人
の
場
合

２
万
４
６
０
０
円
）
を
差
し
引

い
た
額
を
支
払
額
に
応
じ
て
各

老
人
に
支
給
し
ま
す（
た
だ
し
、

①
の
場
合
で
、
老
人
医
療
受
給

者
と
老
人
保
健
法
医
療
受
給
者

が
混
在
し
て
該
当
す
る
と
き
は
、

老
人
医
療
受
給
者
の
み
支
給
さ

れ
ま
す
）

市
は
、
平
成
１３
年
度
分
の

「
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー

ジ
補
助
券
」
を
交
付
し
ま
す
。

交
付
期
間
は
来
年
３
月
２９
日
ま

で
で
す
。補
助
券
使
用
期
間
は
、

来
年
３
月
３１
日
ま
で
で
す
。
１

人
に
つ
き
年
度
中
に
１
回
申
請

で
き
ま
す
。

対
象
は
、
４
月
１
日
現
在
で

住
民
登
録
か
外
国
人
登
録
を
し

て
い
る
満
７０
歳
以
上
（
昭
和
６

年
４
月
２
日
以
前
生
ま
れ
）
の

人
で
す
。

補
助
券
１
枚
で
、
１
回
の
保

険
外
施
術
費
を
１
０
０
０
円
補

助
し
ま
す
。
補
助
券
は
５
枚
つ

づ
り
で
、
「
西
宮
市
は
り
・
き

ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
定
施
術

所
」
で
利
用
で
き
ま
す
。

申
請
は
、
印
鑑
と
身
分
を
証

明
で
き
る
も
の
（
健
康
保
険
証

や
寿
手
帳
な
ど
）
を
持
ち
、
地

域
福
祉
課
（
市
役
所
本
庁
舎
３

階
�
０
７
９
８
・
３
５
・
３
０

７
７
）
、
各
支
所
・
市
民
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
へ
。
代
理
申
請

の
場
合
は
、
対
象
者
の
印
鑑
と

身
分
証
明
か
委
任
状
、
代
理
人

の
印
鑑
と
身
分
証
明
が
必
要
で

す
。 介

護
保
険
の
短
期
入
所
サ
ー

ビ
ス
利
用
者
が
利
用
上
限
日
数

を
使
い
切
っ
た
場
合
で
も
、
ホ

ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
・
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
訪
問
通
所
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
上
限
額
に
残
り

が
あ
れ
ば
、
そ
の
分
を
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
の
利
用
日
数
に
振
り

替
え
る
こ
と
が
で
き
る
振
替
利

用
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

１
月
か
ら
市
と
契
約
を
結
ん

だ
施
設
に
つ
い
て
は
、
利
用
者

は
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
１
割
を
支

払
う
だ
け
で
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
９
割
は
市
か
ら
施

設
に
支
払
い
ま
す
。
詳
し
く
は

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

昨
年
ま
で
は
振
替
利
用
を
行

っ
た
場
合
、
利
用
者
が
い
っ
た

ん
費
用
の
全
額
を
支
払
い
、
あ

と
で
市
が
そ
の
９
割
を
返
し
て

い
ま
し
た
。

問
合
せ
は
介
護
保
険
課
（
０

７
９
８
・
３
５
・
３
０
４
８
）

へ
。

３
月
定
例
市
議
会
は
、
平
成

１３
年
度
の
一
般
会
計
・
特
別
会

計
・
企
業
会
計
予
算
案
な
ど
議

案
６４
件
を
可
決
す
る
な
ど
し
て
、

３
月
２３
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

こ
の
中
で
、
３
月
３１
日
で
任

期
満
了
と
な
る
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
委
員
の
後
任
に
岡

光
昇
さ
ん
を
選
任
す
る
こ
と
に

同
意
し
、
４
月
３０
日
で
任
期
満

了
と
な
る
人
権
擁
護
委
員
の
後

任
に
荒
川
義
子
さ
ん
を
推
薦
し

ま
し
た
。

一
般
質
問
の
内
容
な
ど
は
５

月
１０
日
の
日
刊
６
紙
（
朝
日
、

神
戸
、
産
経
、
日
本
経
済
、
毎

日
、
読
売
）
の
朝
刊
に
折
り
込

ま
れ
る「
西
宮
市
議
会
だ
よ
り
」

に
掲
載
し
ま
す
。
こ
の
６
紙
を

購
読
し
て
い
な
い
家
庭
は
、
議

会
事
務
局
（
０
７
９
８
・
３
５

・
３
３
７
９
）
へ
ご
連
絡
を
。

な
お
、６
月
定
例
市
議
会
は
、

６
月
１８
日
か
ら
７
月
６
日
ま
で

の
日
程
で
開
か
れ
る
予
定
で
す

（
事
情
に
よ
り
変
更
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
）
。

市
は
、
４
月
１
日
付
け
で
総

数
７
３
６
人
の
人
事
異
動
を
行

い
ま
し
た
。
ま
た
、
組
織
改
正

の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
企
画
部
の
組
織
整
備
】
文

化
行
政
の
よ
り
一
層
の
推
進
、

大
学
交
流
セ
ン
タ
ー
の
開
設
な

ど
に
伴
い
、
文
化
・
大
学
担
当

を
文
化
振
興
課
と
大
学
交
流
課

に
再
編
し
ま
し
た

【
国
勢
調
査
担
当
課
長
の
廃

止
】
平
成
１２
年
度
国
勢
調
査
の

終
了
に
伴
い
、
国
勢
調
査
担
当

課
長
を
廃
止
し
ま
し
た

【
都
市
復
興
局
の
組
織
整
備
】

震
災
復
興
関
連
事
業
の
収
束
に

伴
い
、
森
具
区
画
整
理
事
務
所

を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
北
口

開
発
担
当
課
長
及
び
補
償
担
当

課
長
の
一
部
を
廃
止
し
ま
し
た

【
紛
争
調
整
担
当
課
長
の
新

設
】
平
成
１２
年
４
月
施
行
の

「
開
発
事
業
等
に
係
る
紛
争
調

整
に
関
す
る
条
例
」
の
円
滑
な

運
用
を
図
る
た
め
、
紛
争
調
整

担
当
課
長
を
新
設
し
ま
し
た

【
社
会
教
育
部
と
教
育
文
化

セ
ン
タ
ー
の
再
編
】
平
成
１８
年

開
催
予
定
の
兵
庫
国
体
準
備
作

業
、
北
口
図
書
館
の
開
設
な
ど

に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
市
民

の
生
涯
学
習
活
動
を
よ
り
効
果

的
に
支
援
す
る
た
め
、
教
育
委

員
会
の
社
会
教
育
部
と
教
育
文

化
セ
ン
タ
ー
を
社
会
教
育
・
文

化
部
と
ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年
部

に
再
編
し
ま
し
た

【
子
育
て
総
合
セ
ン
タ
ー
の

設
置
】
幼
児
教
育
・
福
祉
行
政

の
充
実
の
た
め
、
子
育
て
総
合

セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
ま
し
た

局
長
級
人
事
異
動

局
長
級
の
人
事
異
動
は
次
の

と
お
り
で
す
（
カ
ッ
コ
内
は
旧

職
）
。

【
市
長
部
局
】
総
務
局
長

（
総
務
局
長
兼
総
務
局
理
事
財

団
法
人
西
宮
市
都
市
整
備
公
社

派
遣
兼
総
務
局
理
事
西
宮
市
土

地
開
発
公
社
派
遣
）
山
根
浩
三

▽
健
康
福
祉
局
長（
福
祉
部
長
）

北
村
直
臣
▽
環
境
局
長
（
総
務

局
参
与
西
宮
市
土
地
開
発
公
社

派
遣
）
竹
下
宗
一
▽
都
市
復
興

局
長
（
住
宅
管
理
部
長
）
岡
本

章
▽
建
設
局
長
（
建
設
総
務
部

長
）
中
島
武
彦
▽
土
木
局
長

（
都
市
計
画
部
長
）
安
達
久
美

▽
中
央
病
院
事
務
局
長
（
人
事

部
長
）
中
野
守
道

【
教
育
委
員
会
】
教
育
次
長

（
教
育
文
化
セ
ン
タ
ー
所
長
）

藤
田
忠
穂

【
退
職
者
】
熊
取
谷
隆
司

（
健
康
福
祉
局
長
）
▽
森
本
豊

（
環
境
局
長
）
▽
木
戸
薫
（
都

市
復
興
局
長
）
▽
上
島
隆
弘

（
建
設
局
長
）
▽
志
摩
日
出
夫

（
土
木
局
長
兼
土
木
総
務
部
長
）

▽
広
瀬
進
（
中
央
病
院
事
務
局

長
）▽
左
海
紀
和（
教
育
次
長
）

平
成
１３
年
度
の
児
童
手
当

（
平
成
１３
年
６
月
〜
１４
年
５
月

分
）
の
所
得
制
限
額
が
引
き
上

げ
ら
れ
ま
す
。

所
得
制
限
額
な
ど
詳
し
く
は

決
ま
り
次
第
本
紙
に
掲
載
し
ま

す
の
で
、
ご
覧
の
う
え
、
受
給

で
き
る
と
思
う
人
は
請
求
ま
た

は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
は
年
金
課
（
０
７
９

８
・
３
５
・
３
１
９
０
）
へ
。

�
市
民
福
祉
金
受
給
者
の
皆

さ
ん
へ

市
民
福
祉
金
（
障
害

福
祉
金
・
遺
児
福
祉
金
）
の
４

月
支
払
分
に
つ
い
て
は
、
支
払

通
知
書
を
送
付
し
て
い
ま
せ
ん

が
、
４
月
９
日
に
指
定
口
座
に

振
り
込
み
し
ま
し
た
の
で
、
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
問
合
せ
は
前

記
年
金
課
へ

市
は
、
市
営
住
宅
（
一
般

向
け
と
被
災
者
向
け
）
の
入

居
者
を
募
集
し
ま
す
。
申
込

受
付
期
間
は
５
月
９
日
か
ら

２２
日
ま
で
で
す
。

な
お
、
応
募
要
領
な
ど
詳

細
は
本
紙
４
月
２５
日
号
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ
は
住
宅
管
理
第
１

課
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３

７
１
８
）
へ
。

【
対
象
】
一
般
向
け
…
市

内
在
住
・
在
勤
者
▽
被
災
者

向
け
…
阪
神
・
淡
路
大
震
災

に
よ
り
市
内
で
全
半
壊（
焼
）

と
な
り
、
被
災
者
証
明
書
と

家
屋
解
体
証
明
書
を
提
出
で

き
る
人

【
募
集
戸
数
】
１
７
０
戸

※
普
通
市
営
空
家
住
宅
８９
戸

（
神
原
、
上
ケ
原
四
番
町
、

甲
子
園
九
番
町
な
ど
）
▽
災

害
公
営
空
家
住
宅
１６
戸
（
高

須
町
１
丁
目
、
西
宮
浜
４
丁

目
な
ど
）
▽
改
良
空
家
住
宅

１４
戸
（
中
殿
町
、
津
田
町
な

ど
）
▽
改
良
復
興
住
宅
２３
戸

（
神
明
、
中
殿
町
な
ど
）
▽

県
公
社
〈
市
管
理
分
〉
・
特

別
賃
貸
空
家
住
宅
８
戸
（
田

近
野
町
な
ど
）
▽
特
定
目
的

住
宅
２０
戸
（
神
原
な
ど
）

市営住宅の入居者を募集

３
月
市
議
会
が
閉
会

市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

５月から

詳細は本紙４月２５日号で

平
成
１３
年
度
予
算
案
な
ど
可
決

昼
休
み
も
窓
口
を
開
設
し
ま
す

住
民
票
の
交
付
な
ど
業
務
を
限
定

４
月
１
日
付
け

人

事

異

動

組

織

改

正

老人医療・老人保健法医療

市
民
課
越
木
岩
分
室

高額医療費を支給

５月から

住
民
票
な
ど
の
証
明
書

即
時
交
付
し
ま
す

介
護
保
険
の
短
期
入
所

サ
ー
ビ
ス
の
振
替
利
用

支
払
額
は
費
用
の
１
割

在宅の高齢者などの介護者に

紙おむつなどの
介護用品を支給

は
り
・
き
ゅ
う
・

マ
ッ
サ
ー
ジ

７０
歳
以
上
の
人
に

補
助
券
を
交
付

児
童
手
当
の
所
得

制
限
額
が
引
上

詳
細
は
決
ま
り
次
第

本
紙
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

平成１３年（２００１年）４月１０日 （２）


